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１．目的 

本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所（以下「機

構」という。）構内の安全を維持するため、屋外消防設備周辺や施設周辺等の草刈り及び除草

作業並びに寄植えの剪定作業を受注者に請け負わせるための仕様について定めたものである。 

受注者は、作業範囲における施設、道路、駐車場等の配置及び関係法令、規程等を十分に

把握、理解し、受注者の責任と負担において、本業務を実施するものとする。 

 

２．作業範囲 

（１）作業場所 

別図-1,2-1～2-2 及び別表-1～4 の対象範囲のとおり（詳細図面は契約締結後提示）。 

（２）作業面積 

区分 実施回数 合計面積 

草刈り 
別表 1 のとおり 

（年 2 回実施） 
510,894 ㎡  

草刈り（森林部下草） 
別表 2 のとおり 

（年 2 回実施） 
97,841 ㎡  

抜根除草 
別表 1 のとおり 

（年 2 回実施） 
23,851 ㎡  

寄植剪定 
別表 3 のとおり 

（年 2 回実施） 
16,243 ㎡  

除草剤散布 別表 4 のとおり 21,840 ㎡  

 

３．作業内容 

（１）草刈り：  ・雑草は除草機械（刈払機、草刈機等）を使用して除草する。 

・できるだけ根本から除草する。 

・乗用式草刈機の使用については使用範囲に制限があるため、使用に当たっ

ては事前に機構に確認し、その指示に従うこと。 

・施設壁面、フェンス、標識、樹木等に付いている蔦類を除去する。 

・フェンス直下の雑草については、フェンス両側から除草する。また、除草

した際にごみ等があった場合は、回収及び廃棄を行う。 

（２）抜根除草： ・植込み内の雑草を抜根除草する。 

 （３）寄植剪定： ・現況の樹形、樹種の自然の形状及び剪定に適切な時期を考慮して作業を実

施する。 

          ・構内道路上（歩道を含む。）に張り出している樹木について、車両及び通行

人の妨げとならないように整枝する。 

・施設、外灯、標識等に近接している樹木について、構築物と十分な空間       

ができるように整枝する。 

・フェンスに近接している樹木について、フェンスとの空間を十分確保する 

とともに警備上の妨げとならないよう整枝する。 
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 （４）除草剤散布：・周辺監視区域および敷地境界フェンス（別表-4 のとおり）へ除草剤の散       

           布作業を行う。 

（５）その他：  ・作業に必要な工具・機械類・除草剤は受注者側で用意を行う。 

・フェンス付近の作業はフェンスの一部にセンサー類が設置されているため、

十分注意して作業を実施する。 

・作業前に作業範囲の埋設柱、ハンドホール等の有無を確認し、損傷を与え

ることのないよう準備すること。 

・刈り取った草等については、全て回収の上、機構の指定する場所に運搬す

ること。なお、指定場所によっては、重機などを用いて集積させることが

ある。 

・作業場所によって雑木等がある場合、上記（１）～（４）の作業と併せて、

伐採を指示することがある。 

・除草剤は化学物質管理促進法に該当しない「ラウンドアップ」製品等

とする。 

・作業員は作業箇所、作業範囲内で計画外の作業が発生した場合作業を中断

し現場責任者・現場分任責任者に連絡し、現場責任者・現場分任責任者は

総括責任者に連絡を行い機構担当者に確認する。 

・天候不良の際の作業については機構担当者と協議をする。 

 

４．納期、作業期間等 

 （１）納  期：令和 8 年 12 月 25 日 

（２）作業期間：作業時期は原則契約締結日から 1 回目を 9 月下旬まで、2 回目を 11 月下旬ま

でに実施する。ただし、機構から別途指示があった場合はその指示に従うこと。 

（３）作業時間：原則として、9:00～17:30 とする。 

        ただし、7 月 1 日から 9 月 30 日の間においては、熱中症対策として作業時間

を変更（5：00～13：30）することがある。（詳細については別途調整） 

        なお、機構から別途指示があった場合はその指示に従うこと。 

（４）作業指示：「年間作業計画書」に基づき、機構から指示する作業開始日から終了予定日ま

での期間において、２．に定める作業範囲を対象に３．に定める作業を実施

する。 

ただし、機構が必要と認めた場合は、別途範囲を指定して作業指示を行うこと

がある。 

受注者は、指示された期間において作業が終了するように作業工程表を作成す

る。天候等の影響により作業工程に変更が生じる場合は、機構と協議の上、変

更した作業工程表を速やかに提出するものとする。 

除草剤の散布場所及び時期については、機構監督員と調整の上、計画すること。 
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５．提出書類 

 書類名 指定様式 提出期日 部数 備考 

1 作業安全組織･責任者届 機構様式 作業開始 10 日前までに 1 部 ＊１ 

2 作業工程表 指定なし 作業開始 10 日前までに 1 部 ＊２ 

3 実施要領書・手順書 指定なし 作業開始 10 日前までに 1 部  

4 作業員名簿 指定なし 作業開始 10 日前までに 1 部  

5 緊急連絡体制表 指定なし 作業開始 10 日前までに 1 部  

6 一般安全チェックリスト 機構様式 作業開始 10 日前までに 1 部  

7 
簡易リスクアセスメント

（ＳＲＡ）シート 

機構様式 作業開始 10 日前までに 1 部  

8 委任又は下請負等の届出 機構様式 作業開始 2週間前までに 1 部 ＊３ 

9 
作業日報（記録写真を含

む） 

指定なし 作業日の翌日まで 1 部 ＊４、５ 

10 KY・TBM シート 機構様式 作業日の翌日まで 1 部  

11 終了届 機構様式 作業終了後速やかに 1 部  

12 
その他機構が必要とする

書類 
- - - 詳細は別途協議 

＊１：現場責任者及び現場分任責任者には、機構の発行する「作業責任者等認定証」を

所持する者を選任し、同認定証の写しを添付すること。 

＊２：「作業工程表」の作成に当たっては、内容を機構と協議すること。 

   作業工程に変更があった場合、速やかに変更作業工程表を提出すること。 

＊３：「委任又は下請負届」については、2 週間以内に機構から受注者へ変更請求をしな

い場合は、承認したものとみなす。 

＊４：記録写真の撮影に当たっては事前に機構の承認を得るものとし、撮影した写真に

建屋やフェンス等が含まれないようにすること。 

＊５：作業前と作業後が分かるようにすること。 

（書類提出場所） 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

大洗原子力工学研究所 運営管理部 総務・共生課 

 

６．検収条件 

終了届、作業日報の確認及び目視により作業後の状態が良好であると確認されたこと並び

に仕様書の定めるところに従って作業が実施されたと機構が認めたときをもって作業完了と

する。 

なお、目視確認の結果、作業後の状態が良好でないと認められる場合は、受注者は直ちに

自己の責任と負担において、良好であると確認されるまで作業を行うこととする。 

 

７．業務に必要な資格等 

 （１）「１級造園施工管理技士」又は「２級造園施工管理技士」の資格を有する現場責任者・ 

現場分任責任者を配置すること。 
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 （２）刈払機を取り扱う作業員は「刈払機取扱作業者安全衛生教育」を受講していること。 

 

８．特記事項（作業上の注意） 

（１）作業の安全管理要領及び安全管理仕様書に基づき作業を実施すること。 

（２）本作業の安全管理は、原子力機構「安全管理仕様書」及び「作業責任者等認定制度」に基

づいて、機構の認定を受けた作業責任者の指示により行うものとする。作業責任者等認定

については契約履行前までに取得すること。 

（３）施設（ガラス）、車両、物品及びセキュリティ設備等を損傷しないように十分注意して作

業を実施する。作業中に毀損した場合は、速やかに機構に報告し、原状回復すること。 

（４）車両又は留置してある物品の周辺で作業を実施する場合は、必要に応じてカラーコーン等

により立入禁止等の措置又は養生を行う。駐車場の周辺で作業を実施する場合で、車両の

移動が必要な場合は、あらかじめ機構に車両の移動を依頼し、移動が完了してから実施す

る。 

（５）作業期間中、車両等の通行に十分に注意を払い作業を行うとともに、作業後は後片付けを

行う。用具等を道路上に放置しないこと。 

（６）消火栓及びその他消火設備、マンホール、埋設物表示、杭等の周辺については、特に注意

して作業を実施するとともに、周囲から容易に確認できるような状態となるよう作業を実

施すること。 

（７）受注者は、機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い信頼性を社会的に求め

られていることを認識し、機構の規程等を遵守し安全性に配慮して作業を遂行しうる能力

を有する者を従事させること。 

（８）受注者は作業を実施することにより取得した情報を、第三者に提供することはできない。 

（９）受注者は異常事態等が発生した場合、速やかに機構の担当者に連絡するとともに、機構の

指示に従い行動するものとする。また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発

生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果

について機構の確認を受けること。 

（１０）受注者は、従事者に関しては労基法、労安法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序

並びに風紀の維持に関する責任を全て負うものとする。 

（１１）受注者は作業に使用する薬剤やその他の製品等について、作業着手前に機構担当者に届

出るとともに、使用上の注意事項を遵守すること。 

（１２）受注者は、作業に従事する作業員に対し、作業着手前に作業に使用する薬剤やその他の

製品等の使用上の注意事項に関する教育を行うこと。 

（１３）作業に使用する薬剤やその他の製品等は、環境への影響が生じないよう、環境に配慮し

た製品等を使用すること。 

（１４）作業の都合上、あらかじめ届出た以外の製品等を使用する必要が生じた場合は、事前に

機構担当者に連絡し、当該製品等の使用許可を得るとともに環境への影響が生じないよう、

使用上の注意事項を遵守し、使用後の製品等を適切に処理すること。 

（１５）周辺防護区域内の作業を実施する場合には、機構と協議の上、事前の申請等手続を行っ

た上で実施する。 

（１６）埋設杭や配管、ケーブルなど、接触等による破損の危険性があるものについては、予め、

「雑草の中に設置物があることが分かるよう表示」又は「ロープ等で侵入できないよう区
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画する」等の措置を実施すること。 

（１７）機構の保安担当者から安全上の注意喚起がなされた場合は、その指示に従うこと。 

（１８）夏季における熱中症対策（空調服の着用、熱中症対策食品及びＷＢＧＴ測定器の準備、

定期的な休憩等）を実施すること。 

 

９．総括責任者 

受注者は本契約作業を履行するに当たり、受注者を代理して直接指揮命令する者（以下「総

括責任者」という。）及びその代理者を選任し、次の任務に当らせるものとする。 

（１）受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令 

（２）本契約作業履行に関する機構との連絡及び調整 

（３）受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約作業の処理に関する事項 

 

１０．検査員及び監督員 

検査員：一般検査 管財課長 

監督員：運営管理部 総務・共生課員 

 

１１．グリーン購入法の推進 

（１）本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）

に適用する環境物品（事務用品、OA 機器等）が発生する場合は、これを採用するものとす

る。 

（２）本仕様書に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に定め

る「紙類」の基準を満たしたものであること。 

 

１２．協議 

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場

合は機構と協議の上、その決定に従うものとする。 

 

                                         以上 
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別表－１

区分 回数 総面積(㎡） 区分 回数 面積（㎡）

1 Ｎ-1 2 6,141.06 Ｎ-1 0.00

2 Ｎ-2 2 15,767.44 Ｎ-2 0.00

3 Ｎ-3 2 27,242.82 Ｎ-3 2 2075.72

4 Ｎ-4 2 1,304.10 Ｎ-4 0.00

5 Ｎ-5 2 18,411.52 Ｎ-5 0.00

6 Ｎ-6 2 28,677.28 Ｎ-6 0.00

7 Ｎ-7 2 18,955.52 Ｎ-7 2 619.08

8 Ｎ-8 2 12,702.74 Ｎ-8 0.00

9 Ｎ-9 2 22,235.80 Ｎ-9 0.00

# Ｎ-10 Ｎ-10 0.00

# Ｎ-11 2 392.02 Ｎ-11 0.00

# Ｎ-12 2 41,511.22 Ｎ-12 0.00

# Ｎ-13 2 37,760.42 Ｎ-13 2 1365.26

# Ｎ-14 2 53,198.58 Ｎ-14 2 1152.78

# Ｎ-15 2 27,154.20 Ｎ-15 0.00

# Ｓ-1 2 9,235.64 Ｓ-1 2 209.50

# Ｓ-2 2 17,249.20 Ｓ-2 0

# Ｓ-3 2 19,091.36 Ｓ-3 0

# Ｓ-4 2 12,474.54 Ｓ-4 2 4273.42

# Ｓ-5 2 26,317.12 Ｓ-5 2 3943.02

# Ｓ-6 Ｓ-6 0

# Ｓ-7 Ｓ-7 0

# Ｓ-8 2 6,531.48 Ｓ-8 0

# Ｓ-9 2 32,516.90 Ｓ-9 0

# Ｓ-10 2 32,547.54 Ｓ-10 2 4529.26

# Ｓ-11 2 27,858.68 Ｓ-11 2 5683.46

# Ｓ-12 Ｓ-12 0.00

# Ｓ-13 2 2,396.66 Ｓ-13 0.00

# Ｓ-14 2 7858.68 Ｓ-14 0.00

# Ｓ-15 2 5,362.18 Ｓ-15 0.00

26箇所 510,894 9箇所 23,851

伐根除草芝刈

＊小数点以下切り捨て

１/４



別表ー２

下草刈り 回数 総面積（㎡） 備考

②-2 2 624.32

②-4（Ｍ11） 2 436.36

②-5（Ｍ12） 2 434.80

②-6（Ｍ13） 2 839.32

②-7 2 304.00

②-9 2 369.78

②-10 2 8,018.10

②-11 2 3,831.92

②-12 2 4,112.32

②-13 2 3,424.40

②-14 2 2,287.60

②-15 2 1,881.52

②-16（Ｍ16） 2 108.60

②-17（Ｍ5） 2 208.92

②-18（Ｍ1） 2 732.36

②-19（Ｍ2） 2 358.60

②-22 2 20,000.00

②-23 2 36,460.00

②-25 2 7,200.00

②-26 2 280.00

②-27 2 188.80

機構用地西側 2 5,740.00

22箇所 97,841

＊（Ｍ）＝モニタリングポスト ＊小数点以下切り捨て

２/４



区分 番 号 図面番号 回数

1 N-1 2

2 N-2 2

3 N-3 2

4 N-6 2

5 N-7 2

6 N-8 2

7 N-11 2

8 N-13 2

9 N-14 2

1 S-2 2

2 S-3 2

3 S-4 2

4 S-5 2

5 S-8 2

6 S-9 2

7 S-10 2

8 S-11 2

690.68

3630.02

54.52南地区

253.46

838.72

別表－３

※  小数点切り捨て

南  計 10,717.34

剪定合計 16,243

3839.58

北  計 5,526.20

361.80

261.46

1048.56

163.62

161.38

5.04

面積(㎡）

北地区

758.76

132.90

684.94

2893.56

464.54



別表ー４

除草剤散布場所 回数 総面積(㎡）

南門北側～「常陽」駐車場裏 1

「常陽」駐車場裏～北門入口 1

北門入口～廃棄物管理施設北側 1

廃棄物管理施設北側～北地区グラウンド裏 1

北地区グラウンド裏～北地区テニスコート裏 1

北地区テニスコート裏～燃料研究棟裏 1

燃料研究棟裏～管理機械棟裏 1

管理機械棟裏～業者団地南側 1

業者団地南側～Ｆセルボ南側 1

Ｆセルボ南側～南門南側 1

21,840

４/４
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